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「こうのとりのゆりかご」の運用状況の検証に関する報告（NO.２７） 

（検証対象期間：平成２６年１月１日～平成２６年３月末日） 

 

 平成１９年５月１０日に慈恵病院が設置された「こうのとりのゆりかご（以下、「ゆ

りかご」という。）」の平成２５年度第４四半期における運用状況の検証結果について、

次のとおり報告する。 

 

１ 違法性の検討について 

上記対象期間の「ゆりかご」の運用体制に刑事法上の「明らかな違法性」は認め

られない。 

なお、子どもの権利を侵害しないように、今後も個別の運用状況を継続的に検討

する必要がある。 

 

２ 許可時の留意事項の遵守状況について 

（１）子どもの安全確保 

   対象期間中、特に問題の発生は確認されていない。 

   ① 設備の保守点検は、適正に行われていることが「保守点検表」に基づき確

認された。 

   ② 関係職員による会議は、適切に開催され運用に関する各種連絡・調整が図

られている。 

（２）相談機能の強化 

   「ゆりかご」はできるだけ使われないことが望ましく、事前の相談で支援につ

なげることが本来の目的である。慈恵病院が設置された「ＳＯＳ赤ちゃんとお母

さんの相談窓口」には、１月～３月に合計３９７件の相談が寄せられている。ま

た、毎月カンファレンス会議を開催し、相談員の情報の共有化を図るなど、病院

としての相談業務に取り組まれている。 

（３）公的相談機関等との連携 

 「ゆりかご」の運用に関する公的相談機関等との連携については、警察への通

報、児童相談所・市への通告及び情報公開のあり方も含め、適切に対応されてい

る。 

  

３ 現時点での検証評価 

以上のとおり、「ゆりかご」の運用体制に刑事法上の「明らかな違法性」は認め

られず、また、許可時に付した３つの留意事項についても遵守されている。今後も

引き続き「ゆりかご」の運用状況の検証を継続する必要がある。 
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４ 第３５回 専門部会(平成２６年１月３１日開催)で述べられた主な意見 

・慈恵病院は、ゆりかごへ預け入れに来た人とできる限り接触を試み、どのよ

うな悩み、事情を抱えているか聞き取り、当人はもとより、同様の悩みを抱え

る者に対する行政からの支援へ活かせるようにしてほしい。 

・ゆりかごへ預け入れるために、新生児を危険な状態で長距離を移動させたが故

に、途中で死亡する可能性など、ゆりかごが存在するために起こり得る危険性

についても議論していくべきである。 

 

 

○第３７回 熊本市要保護児童対策地域協議会「こうのとりのゆりかご」専門部会 

  ・開催日時：平成２６年４月２２日（金）１０：００～ 
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